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毎年 5月 12 日は、民生委員・児童委員の日です。これは、大正 6年 5月 12 日に民生委員制度の源である済世顧問制度
が公布されたことに由来するもので、民生委員制度は 100 年以上の歴史をもつ制度です。
民生委員・児童委員とは
無償のボランティアで地域住民のなかから選ばれますが、職務の重要性から厚生労働大臣により委嘱されます。また、民
生委員は児童福祉法の規定により、児童委員を兼ねています。
主任児童委員とは
子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。
民生委員・児童委員の役割、活動
民生委員・児童委員は、常に住民の立場にたって、安心で暮らしやすい地域社会をつくるために活動しています。それぞ
れの民生委員・児童委員が担当する地域のなかで、高齢者や障害者の生活上の心配ごとの相談や福祉サービスを利用するた
めのお手伝い、子育ての不安に関する相談・支援など、さまざまな活動に取り組んでいます。
民生委員・児童委員が、福祉に関する相談や支援の担い手としての役割を果たしていくためには、多くのみなさんに民生
委員・児童委員の存在や、その取組を知っていただくことが必要です。この機会に地域の民生委員・児童委員活動に関心を
持っていただき、ご理解とご協力をお願いします。
民生委員・児童委員
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主任児童委員

５月12日は「民生委員・児童委員の日」
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問合せ　社会福祉課

問合せ　税務課
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●市　長＝太田考則
●副市長＝伊藤誠浩
●教育長＝松村光洋

総合政策部長＝早川正博
【政策調整課】課長＝井上哲郎　主幹＝大野健一

行政改革指導監（県職員）＝早川征次郎
【秘書広報課】総合政策部次長兼課長＝大野茂

【総務課】総務部次長兼課長＝西依勝男
【財政課】課長＝原口依加

【収納課】課長＝上瀬正寿

建設部長＝黒宮康博

教育部長＝鳥居竜也
参事（県職員）＝池田英則

（会計）会計管理者＝酒井英昭

（議会事務局）議会事務局長＝小崎康雄

（監査委員事務局）監査委員事務局長兼監査課長＝田中里砂

福祉こども部長（福祉事務所長兼務）＝安藤知人

【高齢福祉課】福祉こども部次長兼課長＝島田恭弘
地域包括ケア推進室長＝海老真由美
主幹＝森保夫

【社会福祉課】課長＝大野久美子　生活保護室長＝川瀬昌弘

【商工農政課】課長兼消費生活センター長＝久留宮真治
主幹（農業委員会事務局）＝田中敏幸

【スポーツ課】課長＝渡辺進　主幹＝北村智徳

【会計課】課長＝山田重之

【議事課】課長＝豊吉佳子

【下水道課】課長＝村井基浩

【施設管理課】課長＝川畑聡

【子育て支援課】課長＝加藤欣一
統括センター長＝山﨑さなみ

【保育課】課長＝高橋真人

【こども家庭課】課長＝石黒真美

総務部長＝大林栄二

生活安全部長＝桑原邦匡

【人事課】課長＝岩田拓也　主幹＝星野武雄

保育士長＝纐纈美晴
保育長＝豊田容子
能田保育園長＝牧野元美　鹿田北保育園長＝𠮷田真由美
久地野保育園長＝井上有美子　六ツ師保育園長＝柘植順子
九之坪保育園長＝中畑智美　徳重保育園長＝長谷川寿実
西之保保育園長＝中川敦美　沖村保育園長＝松岡直子
弥勒寺保育園長＝大島美里　中之郷保育園長＝小﨑真弓
ひまわり園長＝足立弘子　ひまわリ西園長＝渡辺みちよ

【危機管理課】生活安全部次長兼課長＝牧野一
主幹＝村上智春

【環境課】課長＝法月正充
環境保全センター長＝岩越淳一

【まちづくり推進課】課長＝安田道秋

【都市整備課】建設部次長兼課長＝大橋敏秀
建設指導次長（県職員）＝佐藤豊
主幹＝大冨崇
主幹（用地交渉）＝前川淳

【生涯学習課】課長＝祖父江由美
文化勤労会館長＝家田隆博
図書館長＝川口照恵
歴史民俗資料館長＝伊藤明良

【学校教育課】教育部次長兼課長＝安井政義
主幹＝水野正景
学校教育指導監（県職員）＝青山良介
給食センター長＝佐々真一

【税務課】課長＝武市茂　主幹＝近藤由美

市民健康部長＝青山美枝

【健康課】課長＝一柳賢司
保健センター長＝岡島晃子

【市民課】市民健康部次長兼課長＝徳力桂子
主幹＝安藤恵美子

【国保医療課】課長＝下元達也

【情報推進課】課長＝織田貴之

今年度の主な職員配置は、次のとおりで
す。お問い合わせは、人事課へ。

家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額

所定の要件を満たす場合、居住部分（床面積が 1戸当たり 120 ㎡まで）にかかる翌年度分の固定資産税の 2分の 1（長期優
良住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合は 3分の 2）を減額します。

●耐震改修工事を行った住宅

所定の要件を満たす場合、居住部分（床面積が 1戸当たり 120 ㎡まで）にかかる翌年度分の固定資産税の 3分の 1（長期優
良住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合は 3分の 2）を減額します。

●省エネ改修工事を行った住宅

所定の要件を満たす場合、居住部分（床面積が 1戸当たり 100 ㎡まで）にかかる翌年度分の固定資産税の 3分の 1を減額し
ます。
省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は、同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の

減額は、同時適用できません。

●バリアフリー改修工事を行った住宅

家屋の改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税（都市計画税は含みません）が減額されます。いずれの場合も、改修
工事が完了した日から 3か月以内に必要書類を添付し申告してください。詳細は、市ホームページをご覧いただくか、税務
課にお問い合わせください。

民有地の緑化を推進するため、市民や事業者の方が行う緑化事業のうち、要件を満たすも
のについて事業費を補助するものです。
（愛知県税「あいちと森の緑づくり税」を財源としています。）

交付の要件、詳細は右記の二次元コードからご確認ください。
申請を検討される場合は、緑化事業の計画がわかる図面や見積書をご用意のうえ、都市整
備課まで事前にご相談ください。

問合せ　都市整備課

予算がなくなり次第終了しますので、お早めにお問い合わせを！

○屋上の緑化　○壁面の緑化　○空地の緑化（庭など）
○駐車場の緑化　○生垣の設置

民有地の緑化に補助金を交付しています

対象となる事業の区分
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